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Ⅰ事業計画の概要 1.施設の設置に関する総括的事項 （1）設置場所等 
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北海道札幌市東区中沼町45-57 
（札幌市リサイクル団地内） 

施設の設置場所 

産業廃棄物の焼却処理 
産業廃棄物の破砕処理 

施設の使用目的 

焼却：ストーカー式 
破砕：二軸せん断式 

処理方式 

焼却施設：1,600 kg/時間 38.4 ton/日（24時間運転） 
破砕施設：7,700 kg/時間 61.6 ton/日（8時間運転） 

処理能力 

Ⅰ事業計画の概要 1.施設の設置に関する総括的事項 （1）設置場所等 

設置場所 

事業計画地 

公清企業 

エコパーク 

至 モエレ沼公園 

煙突 
煙突 
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Ⅰ事業計画の概要 1.施設の設置に関する総括的事項 （2）立地計画 

配置計画 

敷地全体 

破砕施設 

焼却施設 

石膏ボード処理施設 
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Ⅰ事業計画の概要 1.施設の設置に関する総括的事項 （2）立地計画 
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焼却施設 破砕施設 

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物 

・燃え殻 
・汚泥 
・廃油 
・廃酸 
・廃アルカリ 
・廃プラスチック類 
・紙くず 
・木くず 
・繊維くず 
・動植物性残さ 
・動物系固形不要物 
・ゴムくず 
・金属くず（付着物に限る） 
・ガラスくず、コンクリートくず 
 及び陶磁器くず 
・動物のふん尿 
・動物の死体 

     以上16種類 
（水銀使用製品産業廃棄物及び 
 水銀含有ばいじん等を含まない） 

・廃油 
・廃酸 
・廃アルカリ 
・感染性産業廃棄物 

以上4種類 

特定有害産業廃棄物 ・廃プラスチック類 
・紙くず 
・木くず 
・繊維くず 
・ゴムくず 
・金属くず 

以上6種類 

・汚泥 
・廃油 
・廃酸 
・廃アルカリ 

以上4種類 
（水銀含有ばいじん等を 
 含まない） 

その他 

・感染性一般廃棄物 

Ⅰ事業計画の概要 1.施設の設置に関する総括的事項 （3）取り扱う産業廃棄物の種類 
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Ⅰ事業計画の概要 2.焼却施設 （1）処理工程図 
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床暖房、給湯、ハウス等 

Ⅰ事業計画の概要 2.焼却施設 （2）焼却施設系統図（フローシート） 
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Ⅰ事業計画の概要 2.焼却施設 （3）燃焼炉構造図 
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排出量：220.3 kg/時間（5.3 ton/日、1,325 ton/年） 
処理区分：最終処分 
処理方法：管理型最終処分場にて埋立処理 

燃え殻 

排出量：83.1 kg/時間（2.0 ton/日、500 ton/年） 
処理区分：最終処分 
処理方法：管理型最終処分場にて埋立処理 

ばいじん 

Ⅰ事業計画の概要 2.焼却施設 （4）発生する廃棄物の処理計画 
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処理方式：ろ過式集塵方式 

排ガスの処理方法 

処理工程：バグフィルタ 

排出の方法 
 排出口の数：1ヶ所 
 位置：煙突 
 排出先：大気開放 

施設からの排水はありません 

排水の処理方法 

Ⅰ事業計画の概要 2.焼却施設 （5）排ガス・排水の処理等に係る計画 
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中央操作室での一括監視 

施設・設備の監視体制 

Ⅰ事業計画の概要 2.焼却施設 （6）維持管理計画 
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◆処理工程図 ◆配置計画図 

Ⅰ事業計画の概要 3.破砕施設 （1）処理工程図 

プラットホーム 

貯 

留 

場 

所 
 

ごみピット 

ごみピット 
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◆仕様書 

Ⅰ事業計画の概要 3.破砕施設 （2）構造図（仕様書） 



14 

Ⅰ事業計画の概要 3.破砕施設 （3）維持管理計画 
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配慮基準 具体的な対応内容 

（１）立地場所に関する配慮基準 

ア 河川・地下水 

①排水を生ずる処理施設（最終処分場を含む）、特別管理産業廃棄物の処理

施設を設置する場合 

ａ）水道水源区域（原水の取水地点

に限定せず、取水に影響を及ぼす

範囲を含む区域） を含んでいないこ

と。 

当該計画区域には、水道水源区域は

含まれていません。 

ｂ）処理施設による周辺地下水及び

河川等への影響の恐れがある場合

には、防止策を講ずること。特に、処

理施設設置場所の敷地境界から概

ね500ｍ以内の使用中の井戸、 あ

るいは敷地境界から概ね1ｋｍ以内

に河川や農業用水路がある場合に

は、処理施設の稼動後、影響がない

ことを定期的に点検・確認すること。 

当該計画において、処理施設からの

排水はありません。また、井水を使用

する為、当該計画区域周囲での農業

用水及び地下水の利用はありません。 

イ 自然環境 

処理施設設置場所及びその周辺の

自然環境等に配慮すること。 

当該計画において、植樹、芝張によ

る緑化を行い、周囲の自然環境への

調和を図ります。 

配慮基準 具体的な対応内容 

ウ 地形・地質 

①処理施設設置場所が、施設の設

置に適した安全な地形であること。 

地質調査報告書及びボーリング柱状

図等により安全な地形であることを確

認します。 

②処理施設設置場所の地質断面及

び地下水の水位・流向を確認してい

ること。 

地質調査報告書及びボーリング柱状

図等により確認します。 

③処理施設設置場所が軟弱な地層

である場合、又は最終処分場等の

大規模な処理施設を設置する場合

は、地質調査を行い、安全対策を講

ずること。 

地質調査報告書及びボーリング柱状

図等により地層を確認し、必要に応じ

安全対策を講じます。 

エ 公益的施設 

公益的施設（学校、医療施設、老人

ホーム、保育所、幼稚園等）の敷地

境界から処理施設設置場所の敷地

境界までの距離は、原則として屋内

施設の場合は100m以上、屋外施設

の場合は500m以上あること。 

処理施設の敷地境界から500m以内

には公益的施設はありません。 

Ⅱ配慮基準への対応 （1）立地計画に関する配慮基準 
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配慮基準 具体的な対応内容 

オ 住居地域対策 

①市街化地域については「工業専

用地域」、工業地域」、「準工業地域

のうち地区計画又は特別用途地区

により住宅の建築が制限されている

地域」に立地すること。 

該当しません。 

②市街化調整区域については、概

ね20戸以上の住宅が立ち並んでい

る既存集落区域及び市街化区域

（上記①の地域を除く。）との境界か

ら100m以上あること。 

処理施設の敷地境界から100m以内

に概ね20戸以上の住宅が立ち並んで

いる既存集落区域はありません。ま

た、市街化区域の境界とは100m以上

離れています。 

カ 本市の土地利用計画などとの整合性 

①本市地域防災計画の基づく災害

防止に関わる指定地域（がけ地、土

石流危険区域、液状化危険区域）を

原則として含んでいないこと。 

処理施設の計画地に災害防止に関

わる指定地域（がけ地、土石流危険

区域、液状化危険区域）は含まれて

いません。 

②本市緑の基本計画の基づく保全

緑地（風致地区、特別緑地保全地区、

保安林、環境緑地保護地区、学術

自然保護地区、自然環境保護地区）

を原則として含んでいないこと。 

処理施設の計画地に保全緑地（風致

地区、特別緑地保全地区、保安林、

環境緑地保護地区、学術自然保護地

区、自然環境保護地区）は含まれて

いません。 

配慮基準 具体的な対応内容 

③法律に基づく保護等区域（鳥獣の

保護・狩猟の適正化に関する法律

に基づく鳥獣保護区、文化財保護法

に基づく史跡・名勝・天然記念物等

保全地域、農業振興地域整備法に

基づく農用地区域及び農地法に基

づく農地）を原則として含んでいない

こと。 

処理施設の計画地に保護等区域（鳥

獣の保護・狩猟の適正化に関する法

律に基づく鳥獣保護区、文化財保護

法に基づく史跡・名勝・天然記念物等

保全地域、農業振興地域整備法に基

づく農用地区域及び農地法に基づく

農地）は含まれていません。 

④その他本市の具体的な土地利用

計画に支障が無いこと。 

当該計画区域は、札幌市リサイクル

団地内であり、土地利用計画に支障

はありません。 

キ 処理施設の集中対策 

他の処理施設の設置状況を勘案し

て、処理施設が集中的に設置される

ことを極力避けるよう配慮しているこ

と。 

現時点において当該施設は、札幌市

内唯一の産業廃棄物処理施設となり

ます。 

ク 搬入経路 

処理施設設置場所への搬入道路と

して事業規模に応じた適切な幅員及

び構造（アスファルト舗装等）の道路

が利用できること。 

処理施設の計画地は市道リサイクル

団地1号線に面しており、搬入道路と

して適切な幅員及び構造となってい

ます。 

Ⅱ配慮基準への対応 （1）立地計画に関する配慮基準 
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配慮基準 具体的な対応内容 

（２）処理施設の安全性に対する配慮基準 

ア 施設の構造 

処理施設は豪雨、地震等の異常時

に影響を最小限に抑えることができ

る構造であること。 

処理施設は建築基準法、同法施行令

及び日本建築学会等において定めら

れた基準に準拠し構造耐力上の安全

を確保出来る設計とします。また、天

災等による異常発生時には自動立下

げプログラムが作動し、施設を安全に

停止させ影響を最小限に抑えます。 

イ 周辺環境影響 

①騒音、振動、粉じん、悪臭等、環

境に影響を及ぼす処理施設にあっ

ては、適切な対策を講ずること。な

お、市街化調整区域での設置にあ

たっては、敷地境界における騒音が

騒音規制法に定める特定工場の第

3種区域の基準を満たしていること。 

生活環境影響調査を実施し、周辺環

境への影響を及ぼさないよう適切な

対策を講じます。また、処理施設の計

画地は市街化調整区域に該当する

為、敷地境界における騒音が騒音規

制法に定める特定工場の第3種区域

の規制値以下となるよう防音対策を

講じます。 

②不測の事態による周辺環境への

影響に備えるため、事故監視装置

や監視体制の整備、及び回復策に

ついて、具体的な方策を講ずること。 

処理施設では不測の事態に備える為

に中央操作室での監視体制の他、緊

急時連絡体制を整えます。 

Ⅱ配慮基準への対応 （２）処理施設の安全性に対する配慮基準 
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配慮基準 具体的な対応内容 

（３）関係地域住民に対する配慮基準 
 (当該地域は既に都市計画決定を受けていることにより不適用） 

ア 関係地域住民への説明 

処理施設設置計画、維持管理計画に内容を以下に示す範囲・方法で、関係

地域住民等に説明し、意見を収集していること。 

①焼却施設、石綿含有産業廃棄物等の溶融施設、最終処分場の場合 

処理施設設置場所の敷地境界から

500m以内の住居者、敷地境界から

概ね1㎞以内に取水口を有する水利

権者、処理施設設置場所の敷地に

隣接する土地の地権者、設置地区

の属する町内会及び連合町内会に

対し説明会等により直接説明し、意

見を収集していること。 

平成29年6月8日に中沼町第3町内会

及び町内会連合会を対象に説明会を

開催し、意見の収集及び回答を行い

ました。 

イ 計画への住民意見の反映 

①住民説明の結果提示された意見

の内、住民の生活環境保全上の不

安を払拭するために必要なものは、

設置計画又は維持管理計画に反映

させていること。 

平成29年6月8日に開催した中沼町第

3町内会及び町内会連合会に対する

説明会で収集した意見を反映しまし

た。 

②提示された住民意見の内容及び

その取扱いについて、関係地域住

民に情報提供していること。 

Ⅱ配慮基準への対応 （3）関係地域住民に対する配慮基準 

配慮基準 具体的な対応内容 

ウ 安全対策 

①住民の生活環境、周辺環境への

影響が大きいと認められる項目につ

いて、適切な頻度で継続して環境モ

ニタリングを行なうこと。 

住民と協議を行い、生活環境、周辺

環境への影響が大きいと認められる

項目について、適切な頻度で継続し

て環境モニタリングを行います。 

②環境モニタリングの実施結果につ

いては、処理施設の稼働後1年間は

定期的に、その後は関係地域住民

の要求に応じて、住民に情報提供す

ること。 

環境モニタリングを行った場合は、そ

の実施結果について処理施設の稼

働後1年間は定期的に、その後は関

係地域住民の要求に応じて、住民に

情報を提供します。 

③不測の事態を想定した対応策・回

復策を維持管理計画に明記してい

ること。 

維持管理計画を整備し、不測の事態

を想定した対応策・回復策を明記しま

す。 

エ 景観 

外部から廃棄物が見えないよう囲い、

植栽をする等、景観に配慮すること。

なお、市街化調整区域については、

原則として適切な規模で樹木の植

栽を行うこと。 

処理施設の周囲には1.8m以上の囲

いを設け、外部から廃棄物が見えな

いよう配慮します。また、計画地は市

街化調整区域に該当する為、適切な

規模で樹木の植栽を行います。 
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開催日時：平成29年6月8日 11時～12時 
開催場所：リサイクル団地内 リサイクル資料館2階 
説明対象者：中沼第3町内会4名 中沼連合町内会 会長1名  

説明会開催 

説明会 

配慮基準 具体的な対応内容 

オ 搬入車両 

①搬入道路及び敷地内において、

搬入車両による騒音、振動、粉じん

等が周辺地域（特に住居地域）に影

響を及ぼさないよう必要な対策を講

ずること。 

廃棄物の運搬中の飛散や流出を防

止する為、搬入車両にはシート掛け

等の対策を行います。また、運転手

には安全運転等の教育を徹底します。 

②搬入車両が学校、幼稚園、保育

園等の公益的施設の近傍を通行す

る場合には、通学・通園時間帯は別

の運行経路とすること。 

搬入車両が学校、幼稚園、保育園等

の公益的施設の近傍を通行する場合

には、通学・通園時間帯は別の運行

経路を計画します。 

Ⅱ配慮基準への対応 （3）関係地域住民に対する配慮基準 
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配慮基準 具体的な対応内容 

（４）再資源化に関する配慮基準 

ア 再資源化 

再資源化が可能なものは、原則とし

て処理施設における再資源化率等

の目標値を定め、その取り組みを行

なうこと。 

再資源化について以下のとおり、取り

組みを行います。 

① 再資源化として有価物を 

 分離する。 

② 温水利用として発電を行う。 

Ⅱ配慮基準への対応 （４）再資源化に関する配慮基準  
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Ⅲ 生活環境影響調査結果 
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Ⅲ 生活環境影響調査結果 1.影響調査結果 大気質（煙突排ガスの排出） 
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Ⅲ 生活環境影響調査結果 1.影響調査結果 大気質（廃棄物運搬車両） 
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Ⅲ 生活環境影響調査結果 1.影響調査結果 騒音（施設の稼働・廃棄物運搬車両） 
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Ⅲ 生活環境影響調査結果 1.影響調査結果 振動（施設の稼働・廃棄物運搬車両） 
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Ⅲ 生活環境影響調査結果 1.影響調査結果 悪臭（施設からの発生） 
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Ⅳ 既存施設との比較 

項目 既存施設 新施設 

設置場所 札幌市リサイクル団地内 

運転時間 15時間 24時間 

処理能力 

1時間当たり 2.1 ton 1.6 ton 

1日当たり 31.5 ton 38.4 ton 

施設の種類 焼却施設 破砕施設 + 焼却施設 

受入・保管 屋外 タンク保管又は屋内ピット 
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ご清聴頂きありがとうございました


